
船舶事故調査報告書 

 

                              平成２２年１０月１４日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２１年９月１８日 １５時２４分ごろ 

発生場所 福岡県北九州市門司区沖 門司大里防波堤灯台から西方約５００ｍ付近

（概位 北緯３３°５４.５′ 東経１３０°５５.６′） 

事故調査の経過  平成２１年９月１８日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

 事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 押船 第八十八金
きん

栄
えい

丸、１３８トン 

   １３５４８１、株式会社有明商事 

   ３３.０１ｍ×９.６０ｍ×３.６５ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、１,４７１kＷ、平成９年９月１４日 

Ｂ バージ 第８８金
きん

栄
えい

丸、１,１０２トン 

   なし、株式会社有明商事 

   ８４.５７ｍ×２０.００ｍ×７.５０ｍ、鋼 

Ｃ 釣船 昭
しょう

和
わ

丸、４.３トン 

     ２９２－２４８６８福岡、個人所有 

   １０.９２ｍ（Lr）×２.６２ｍ×０.８１ｍ、ＦＲＰ 

   船内機、３５６.７２kＷ、昭和６３年４月 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長Ａ 男性 ５８歳 

   五級海技士（航海） 

    免  許  年  月  日 平成９年１２月４日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成１９年９月６日 

    免状有効期間満了日 平成２４年１２月３日 

Ｃ 船長Ｃ 男性 ５１歳 

   一級小型船舶操縦士 

    免 許 登 録 日 平成１８年３月９日 

    免許証交付日 平成１８年１０月１８日 

           （平成２３年１０月１７日まで有効） 

 死傷者等 死亡 １人（船長Ｃ） 

 損傷 Ａ なし  

Ｂ 船首部に擦過傷 

Ｃ 右舷中央部に凹損、操舵室上部が損壊 

 事故の経過  Ａ船は、船長Ａほか５人が乗り組み、Ｂ船を押した押船列（以下「Ａ船

押船列」という。）を構成し、関門航路を東進中、Ｃ船は、船長Ｃが１人で

乗り組み、関門航路を東進中、Ａ船押船列が前方を航行中のＣ船を追い越

そうとした際、平成２１年９月１８日１５時２４分ごろ、北九州市門司区
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沖において、Ｂ船の船首部とＣ船の右舷中央部とが衝突し、Ｃ船が転覆し

た。 

 船長Ｃは、海上保安官により転覆したＣ船から救助されて病院に搬送さ

れ、死亡が確認された。死因は溺水と検案された。 

 気象・海象 気象：天気 快晴、風向 北、風速 約４～５m/s、視界 約１０km以上 

海象：さざ波程度、潮流 早鞆瀬戸では東約８ノット下げ、水温 約２

５℃ 

 その他の事項  Ａ船とＢ船は、アーチカップル式で結合された砂利採取運搬船であっ

た。 

Ｃ船は、突然、速力を上げてＡ船の前方を横切ろうとした。 

 船長Ｃは、救命胴衣を着用していなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

不明 

不明 

なし 

 Ａ船押船列は、関門航路を東進中、Ｃ船を追い

越そうとした際、十分な船間距離をとらず、ま

た、追い越し信号を行わなかったものと考えられ

る。 

 Ｃ船は、Ａ船押船列に気付かずに定係港へ向け

て変針した可能性があると考えられるが、Ｃ船の

衝突にいたる状況は、明らかにすることができな

かった。 

 船長Ｃの死因は、溺水であった。 

原因 

 

 本事故は、関門航路において、Ａ船押船列とＣ船がともに東進中、Ａ船

押船列がＣ船を追い越そうとした際、両船が衝突したことにより発生した

ものと考えられる。 

 

 




